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那須地域定住自立圏の形成に関する協定書 

 

 那須塩原市（以下「甲」という。）及び那珂川町（以下「乙」という。）は、定住自

立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日付総行応第３９号総務事務次官通知）に

基づき、那須地域定住自立圏の形成に関し、次のとおり協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱第４の規定によるものを

いう。）を行った甲と連携の意思を有する乙との間において、相互に役割を分担して、

人口定住に必要な都市機能及び生活機能を確保し、充実させるとともに、地域活性

化に努め、住民が安心して暮らし続けることができる定住自立圏を形成することに

関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 （基本方針） 

第２条 甲乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、次条に

規定する政策分野の取組において相互に役割を分担して連携を図り、共同し、又は

補完し合うこととする。 

 （連携する政策分野及び取組の内容並びに甲乙の役割分担） 

第３条 前条に規定する政策分野は、次の各号に掲げるものとし、その取組の内容並

びに当該取組における甲乙の役割は、別表第１から別表第３までに掲げるとおりと

する。 

 ⑴ 生活機能の強化に係る政策分野（別表第１） 

 ⑵ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野（別表第２） 

 ⑶ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野（別表第３） 

 （事務執行に当たっての連携、協力及び経費負担） 

第４条 前条に規定する取組を推進するため、甲乙は、相互に役割を分担して連携し、

又は協力して事務の執行に当たるものとする。 

２ 前条に規定する取組を推進するため、甲乙は、前条において規定するもののほか、

必要な経費が生じるときは、相互の受益の程度を勘案し、当該経費を負担するもの

とする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続及び人員の確保に係る負担並びに前条及び前

項に規定する経費の負担については、その都度、甲乙が協議して別に定めるものと

する。 

 （協定の変更） 

第５条 甲乙は、この協定の規定を変更しようとする場合は、協議の上これを定める

ものとする。この場合において、甲乙は、あらかじめ議会の議決を経なければなら

ない。 

 





 

別表第１（第３条関係） 

 生活機能の強化に係る政策分野 

⑴ 環境 

 ① 再生可能エネルギーの導入促進 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 圏域の豊かな自然環境を

保全育成するとともに、地域

資源を活用した再生可能エ

ネルギーの導入を促進し、低

炭素社会に対応した圏域の

エネルギーの創造及び利活

用を図る。 

乙と連携して、太陽光、

小水力など地域資源を活

用した再生可能エネルギ

ーについて、公共及び民間

施設での利用促進に取り

組む。 

 甲と連携して、太陽光、

小水力など地域資源を活

用した再生可能エネルギ

ーについて、公共及び民間

施設での利用促進に取り

組む。 

 

 

 ② 鳥獣害防止 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 有害鳥獣の捕獲等につい

て、情報の共有化を図り、鳥

獣害防止に取り組む。 

 乙と連携して、有害鳥獣

の捕獲等について、情報の

共有化を図り、鳥獣害防止

に取り組む。 

 甲と連携して、有害鳥獣

の捕獲等について、情報の

共有化を図り、鳥獣害防止

に取り組む。 

  

 

③ 循環型社会の構築に向けた取組 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 圏域内における循環型社

会の構築に向け、情報の共有

化を図り、環境保全に関連す

る活動に連携して取り組む。 

乙と連携して、圏域内の

スマートシティの推進等

循環型社会の構築に向け

た環境整備を連携して取

り組む。 

 甲と連携して、圏域内の

スマートシティの推進等

循環型社会の構築に向け

た環境整備を連携して取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑵ 産業振興 

 ① 観光、物産等地域資源の有効活用 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 圏域内の自然景勝地や温

泉、歴史・文化、農産物等の

魅力あふれる観光、物産資源

を有効に活用し、観光客の増

加や販路の拡大に向けたＰ

Ｒ活動に連携して取り組む。 

ア 観光客の滞在時間の

延長を図るため、乙及び関

係機関と連携して、自然、

温泉、歴史・文化等の地域

資源を組み合わせた観光

商品並びに観光ルートの

開発に連携して取り組む。 

 

イ 圏域の農産物などの

販路を拡大するため、圏域

内外で行われるＰＲイベ

ント等を乙及び関係機関

と連携して実施するとと

もに、圏域の魅力を圏域内

外に情報発信する。 

ア 甲及び関係団体と連

携して、自然、温泉、歴史・

文化等の地域資源を組み

合わせた観光商品並びに

観光ルートの開発に連携

して取り組む。 

 

 

イ 圏域の農産物などの

販路を拡大するため、圏域

内外で行われるＰＲイベ

ント等を甲及び関係機関

と連携して実施するとと

もに、圏域の魅力を圏域内

外に情報発信する。 

 

 

⑶ その他 

 ① 情報発信ネットワークの強化 

 取組内容 甲の役割 乙の役割 

 圏域内のＰＲを主として

圏域内外へ情報を発信する

ため、情報発信ネットワー

クの整備を推進するととも

に情報の共有化に努める。 

圏域内のＰＲを主とし

て圏域内外へ情報を発信

するため、乙と連携して、

情報発信ネットワークの

整備を推進するとともに

情報の共有化に努める。 

圏域内のＰＲを主とし

て圏域内外へ情報を発信

するため、甲と連携して、

情報発信ネットワークの

整備を推進するとともに

情報の共有化に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第２（第３条関係） 

 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

⑴ 地域公共交通 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 公共交通のネットワーク

化を図り、利用者の利便性を

向上させることにより、公共

交通の利用を促進し、圏域内

の交流の活性化を図る。 

関係機関と連携し、鉄道

や路線バスなど地域公共

交通機関の利用促進を図

る。 

また、乙及び関係機関と

連携して、圏域内の課題の

把握に努めるとともに、利

用者のニーズに即した公

共交通ネットワークの構

築に向けた調査研究を行

う。 

関係機関と連携し、鉄道

や路線バスなど地域公共

交通機関の利用促進を図

る。 

また、甲及び関係機関と

連携して、利用者のニーズ

に即した公共交通ネット

ワークの構築に向けた調

査研究を行う。 

 

⑵ 地産地消の推進 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 圏域における地産地消を

推進するため、各種事業及

び普及啓発活動を行う。 

ア 乙と連携して、圏域全

体で取り組む地産地消に

関する事業の調査・研究を

行う。 

 

イ 乙及び関係機関と連

携して、地産地消の普及啓

発活動を推進する。 

 

ウ 圏域の地産地消の関

係者と連携して、地産地消

に関するイベントの開催、

特産品づくり等の支援、地

産地消の取組に関する情

報の発信等を行う。 

 

ア 甲と連携して、圏域全

体で取り組む地産地消に

関する事業の調査・研究を

行う。 

 

イ 甲及び関係機関と連

携して、地産地消の普及啓

発活動を推進する。 

 

ウ 圏域の地産地消の関

係者と連携して、地産地消

に関するイベントの開催、

特産品づくり等の支援、地

産地消の取組に関する情

報の発信等を行う。 

 

 

 

 



 

⑶ 地域内外の住民との交流促進 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 地域の資源を活かしたイ

ベント等を連携して開催し、

圏域住民の交流を促進する。 

  

 乙と連携して、圏域内で

実施する各種イベント等

について、甲の住民への周

知宣伝を行い、相互交流を

促進し、地域経済の振興を

図る。 

 甲と連携して、圏域内で

実施する各種イベント等

について、乙の住民への周

知宣伝を行い、相互交流を

促進し、地域経済の振興を

図る。 

 

別表第３（第３条関係） 

 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

⑴ 人材育成 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 圏域内市町職員の資質向

上と職員間のネットワーク

を強化するため、合同研修及

び人事交流を行う。 

 乙と連携して、職員の資

質向上と職員間のネット

ワークを強化するため、外

部から招聘した専門家等

による合同研修及び人事

交流を行う。 

 甲と連携して、職員の資

質向上と職員間のネット

ワークを強化するため、外

部から招聘した専門家等

による合同研修及び人事

交流を行う。 

 

 

⑵ 外部からの人材確保 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 圏域内の資源等を活用す

るため、豊富な知識・経験を

有する専門家等を外部から

招聘する。 

 乙と連携して、圏域内の

資源等を活用するため、豊

富な知識・経験を有する専

門家等を外部から招聘す

る。 

 甲と連携して、圏域内の

資源等を活用するため、豊

富な知識・経験を有する専

門家等を外部から招聘す

る。 

 

 

⑶ コンピュータシステムの共同利用等 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 圏域内においてコンピュ

ータシステム等の共同利用

に向けて、情報の共有化に努

め、調査研究等を行う。 

 

 乙と連携して、圏域内に

おいてコンピュータシス

テム等の共同利用に向け

て、情報の共有化に努め、

調査研究等を行う。 

 甲と連携して、圏域内に

おいてコンピュータシス

テム等の共同利用に向け

て、情報の共有化に努め、

調査研究等を行う。 



 

 

⑷ 地域人材の活用 

取組内容 甲の役割 乙の役割 

 圏域内において、様々な分

野で知識や技能を有する人

材等や地域で活躍している

団体等の情報を共有し、地域

人材の活用を図る。 

 乙と連携して、様々な分

野で知識や技能を有する

人材等の情報を共有し、地

域人材の活用を図る。 

 甲と連携して、様々な分

野で知識や技能を有する

人材等の情報を共有し、地

域人材の活用を図る。 

 




